
 
 

議事３ 

令和４年 月 日   

 

倉敷市教育委員会  様 

 

倉敷市立小，中学校学区審議会   

会 長   淺 原  真 由 美   

 

霞丘小学校の学区変更について（答申） 

 

令和４年２月２日付け倉市教学第６７６号で諮問されたこのことについて，倉敷市立小，

中学校学区審議会条例（昭和４２年倉敷市条例第１６２号）第２条の規定に基づいて，次

のとおり答申します。 

 

記 

 

（答申） 

 

１ 倉敷市立霞丘小学校の学区のうち， 連島町西之浦の弁財天（１０１９番地から１０２

０番地まで，１１８３番地から１２４２番地まで，１３７５番地から１６７３番地ま

で，１６８３番地から１６９２番地まで，１８０４番地，１８０８番地から１９４０

番地まで，１９７１番地から２０３８番地まで，５４６３番地，５４６５番地から５

４６８番地まで，５４８８番地から５５１０番地まで，５５１６番地から５８４１番

地までの地区を除く。）及び鶴の浦１丁目を倉敷市立連島西浦小学校とし，連島町西之

浦の弁財天のうち１０１９番地から１０２０番地まで，１１８３番地から１２４２番

地まで，１３７５番地から１６７３番地まで，１６８３番地から１６９２番地まで，

１８０４番地，１８０８番地から１９４０番地まで，１９７１番地から２０３８番地

まで，５４６３番地，５４６５番地から５４６８番地まで，５４８８番地から５５１

０番地まで，５５１６番地から５８４１番地までの地区を倉敷市立連島北小学校とす

答申書（案） 



 
 

る。 

 

２ 倉敷市立連島南中学校の学区のうち，連島町西之浦の弁財天（１０１９番地から１０

２０番地まで，１１８３番地から１２４２番地まで，１３７５番地から１６７３番地

まで，１６８３番地から１６９２番地まで，１８０４番地，１８０８番地から１９４

０番地まで，１９７１番地から２０３８番地まで，５４６３番地，５４６５番地から

５４６８番地まで，５４８８番地から５５１０番地まで，５５１６番地から５８４１

番地までの地区を除く。）及び鶴の浦１丁目を倉敷市立連島中学校とし，連島町西之浦

の弁財天のうち１０１９番地から１０２０番地まで，１１８３番地から１２４２番地

まで，１３７５番地から１６７３番地まで，１６８３番地から１６９２番地まで，１

８０４番地，１８０８番地から１９４０番地まで，１９７１番地から２０３８番地ま

で，５４６３番地，５４６５番地から５４６８番地まで，５４８８番地から５５１０

番地まで，５５１６番地から５８４１番地までの地区を倉敷市立倉敷第一中学校とす

る。 

 


